
総務委員会議案説明資料 

令和３年３月２３日 

件  名 頁 

１ 第４３号議案  足立区長等の給料及び退職手当の特例に関する条例・・・・・２ 

２ 第４４号議案  足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の 

一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

３ 第４５号議案 花畑川環境整備その１工事請負契約・・・・・・・・・・・・７ 

（総 務 部） 



第 ４ ３ 号 議 案 説 明 資 料
令和３年３月２３日 

件 名 足立区長等の給料及び退職手当の特例に関する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内 容 

１ 概要 

事業者への情報漏洩等による令和３年３月４日付職員の懲戒処分を受

け、区長、副区長、教育長がその監督責任と区民への陳謝の意を表すると

ともに、自ら厳しい姿勢を示すため、特別職の給与を減額する。 

２ 内容 

区長、第一・第二副区長、教育長の給料月額を次のとおり減額する。 

区長・・・・・・・・令和３年４月から６月分まで  ５０％ 

第一・第二副区長・・令和３年４月から６月分まで  ３０％ 

教育長・・・・・・・令和３年４月から６月分まで  ５０％ 

※なお第一副区長は令和３年３月２８日、教育長は令和３年３月３１

日で任期満了となるため、上記相当額を退職手当から減額する。

３ 条例案 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

  令和３年４月１日から施行（ただし第３条の規定は公布の日から施行す

る）。 

今後の方針 職員の更なる綱紀粛正を図り、区民の区政に対する信頼回復に努める。 
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   足立区長等の給料及び退職手当の特例に関する条例（案）  

 （区長等の給料月額）  

第１条  足立区長等の給料等に関する条例（昭和３１年足立区条例第１

３号。以下「給料条例」という。）第２条の規定にかかわらず、区長

の給料の月額は、給料条例別表第１に掲げる区長の給料月額からその

１００分の５０に相当する額を減じて得た額とし、足立区副区長の担

任事項及び区長の職務代理の順序に関する規則（平成２９年足立区規

則第１８号。以下「規則」という。）第２条第１項の表に掲げる第二

副区長である副区長の給料の月額は、給料条例別表第１に掲げる副区

長の給料月額からその１００分の３０に相当する額を減じて得た額と

する。ただし、給料条例第４条及び足立区長等の退職手当に関する条

例（昭和３４年足立区条例第４号。以下「手当条例」という。）第３

条の規定の適用については、この限りでない。  

 （端数計算）  

第２条  前条により得た給料月額に千円未満の端数金額があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。  

 （第一副区長及び教育長の退職手当）  

第３条  手当条例の規定にかかわらず、この条例の公布の日から令和３

年３月３１日までにおいて、規則第２条第１項の表に掲げる第一副区

長である副区長が退職した場合における退職手当の額は、手当条例の

規定に基づき算出された副区長の退職手当の額から次の表の１の項の

左欄に掲げる額を減じて得た額とし、教育委員会教育長（以下「教育

長」という。）が退職した場合における退職手当の額は、手当条例の

規定に基づき算出された教育長の退職手当の額から次の表の２の項の

左欄に掲げる額を減じて得た額とする。  

１  給料条例別表第１に掲げる

副 区 長 の 給 料月額から右欄に

掲 げ る 額 を 減じて得た額に３

給料条例別表第１に掲げる副区

長の給料月額からその１００分

の３０に相当する額を減じて得
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を乗じて得た額  た額（その額に千円未満の端数金

額があるときは、その端数金額を

切り捨てた額）  

２  給料条例別表第１に掲げる

教 育 長 の 給 料月額から右欄に

掲 げ る 額 を 減じて得た額に３

を乗じて得た額  

給料条例別表第１に掲げる教育

長の給料月額からその１００分

の５０に相当する額を減じて得

た額（その額に千円未満の端数金

額があるときは、その端数金額を

切り捨てた額）  

   付  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第３条の規

定は、公布の日から施行する。  

 （失効）  

２  第１条及び第２条の規定は、令和３年６月３０日限り、その効力を

失う。  

 

 （提案理由）  

 区長及び副区長の給料月額並びに副区長及び教育長の退職手当を減額

する必要があるので、この条例案を提出いたします。  
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第 ４ ４ 号 議 案 説 明 資 料  
令和３年３月２３日 

件   名 足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内   容 

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２

年政令第１１号）の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る防疫等

業務手当に関し、規定整備を行う。 

 

１ 改定内容 

付則第２項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める

等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コロナウイル

ス感染症をいう。」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイ

ルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人

に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である

感染症をいう。」に改める。 

 

２ 施行年月日 

公布の日から施行し、令和３年２月１３日から適用する。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
当該条例が議決された場合、足立区職員の特殊勤務手当に関する条例施行

規則の一部改正を行う。 
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足立区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改 正 前 改 正 後 

付 則（当初制定付則） 付 則（当初制定付則） 

２ 保健所等に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナ

ウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11

号）第１条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）から区民等

の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であっ

て、規則で定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。 

 

２ 保健所等に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）である感染症をいう。）から区民等の生命

及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、規

則で定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。 

 

３～４ （省略） ３～４ （省略） 

  

付 則（この一部改正条例のもの） 
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の足立区職員

の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和３年２月13日から適用する。 
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第 ４ ５ 号 議 案 説 明 資 料  
令和３年３月２３日 

件   名 花畑川環境整備その１工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課 

内   容 

 

１ 契約の相手方   株式会社東京三田組 

             代表取締役 三田 哲司 

              東京都足立区北加平町２１番２号 

２ 契 約 金 額   ５０１，０５０，０００円 

（落札率９９．９６％） 

３ 契 約 方 法   指名競争入札 

４ 契 約 番 号   ２足総契契第０１０５７１号 

５ 工 期   令和５年１１月２０日 

６ 工 事 場 所   足立区辰沼二丁目１６番から神明二丁目８番先 

            ※別紙のとおり 

７ 工 事 内 容 

（１）護岸工 

  ア 護岸工（アンカービオストーン：自然石工法） １，７７７㎡ 

  イ 護岸基礎工                 ４５３．８ｍ 

  ウ 天端工                   ４５３．８ｍ 

（２）端部処理工 

  ア 小口止め工                     ２箇所 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日   令和３年 ２月２４日 

（２）入札・開札年月日 令和３年 ２月２２日 

（３）入札参加事業者数 １４者（辞退１１者、不参加２者） 

（４）予定価格     ５０１，２３９，２００円（事後公表） 

 

※契約金額、予定価格には消費税を含む。 

 

今後の方針 
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 別紙  
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歩
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工事区間延長 Ｌ＝４０６．１ｍ（両岸） 

施 工 幅 員  Ｗ＝ ３３.９ｍ 
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